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京都市消防局事務分掌規程等の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２４年３月３０日 

                 京都市消防局長 長谷川  純   

京都市消防局事務分掌規程等の一部を改正する規程 

（京都市消防局事務分掌規程の一部改正） 

第１条 京都市消防局事務分掌規程の一部を次のように改正する。 

  第１条庶務課の項中「，室」を削り，同条企画課の項第４号ただし書を削り，同条施

設課の項第１１号中「及び防災行政無線施設」を削る。 

  第３条情報通信課の項第５号中「及び防災危機管理室」を削り，同項第６号中「及び

防災行政無線施設」を削り，同項第８号中「及び防災行政無線」を削る。 

  第４条指令課の項第６号中「，消防救助課及び防災危機管理室」を「及び消防救助課」

に改め，同条装備課の項第４号中「，防災行政無線施設」を削る。 

  第５条を削り，第６条を第５条とする。 

第７条中「室長」を「校長」に改め，「及び室」を削り，同条を第６条とする。 

第８条を第７条とし，第９条を第８条とする。 

（京都市消防局担当局長等専決規程の一部改正） 

第２条 京都市消防局担当局長等専決規程の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

京都市消防局部長等専決規程 

  第１条中「担当局長，部長，室長」を「部長」に，「担当局長等」を「部長等」に改

める。 

  第２条第１項及び第２項中「担当局長等」を「部長等」に改め，同条第３項中「担当

局長等」を「部長等」に改め，「，室」を削る。 

  第３条中「担当局長等」を「部長等」に改める。 

  第４条第１項中「担当局長等」を「部長等」に改め，同条第２項中「，室長」及び「（以

下「部長等」という。）」を削り，「当該部長等」を「当該部長若しくは校長」に改め，



「，室」を削る。 

  第５条及び第６条中「担当局長等」を「部長等」に改める。 

  第７条第１項を削り，同条第２項本文中「部長等」を「部長又は校長」に改め，同項

ただし書中「，室」を削り，「部長等」を「部長又は校長」に改め，同項を同条第１項

とし，同条第３項ただし書中「，室」を削り，同項を同条第２項とし，同条第４項から  

第８項までを１項ずつ繰り上げる。 

  別表第１担当局長の項を削り，同表部長，室長及び校長の項中「，室長」を削り，同

表課長(予防課長，指導課長，違反対策課長，防災課長及び危機管理課長を除く。)の項

中「，違反対策課長，防災課長及び危機管理課長」を「及び違反対策課長」に改め，同

表予防課長，指導課長，違反対策課長，防災課長及び危機管理課長の項中「，違反対策

課長，防災課長及び危機管理課長」を「及び違反対策課長」に改める。 

  別表第２総務部長の項第１号中「及び室長」を削り，「，違反対策課長，防災課長及

び危機管理課長」を「及び違反対策課長」に改め，同項第３号中「職員」の右に「（部

長，校長及びこれに準じる者並びに消防署長を除く。次号において同じ。）」を加え，

同表安全救急部長の項第５号中「及び防災行政無線施設」を削り，同表防災危機管理室

長の項を削り，同表情報通信課長の項第１号中「及び防災行政無線施設」を削り，同表

装備課長の項第１号中「，防災行政無線施設」を削り，同表防災課長の項及び危機管理

課長の項を削る。 

（京都市消防吏員服制規程の一部改正） 

第３条 京都市消防吏員服制規程の一部を次のように改正する。 

  別表第１第１０図１（３）中「防災危機管理」を「消防救助」に改める。 

別表第２付属品の項中 

「 

 

 

 

り，同表第１４図を削る。 

（京都市消防局公印規程の一部改正） 

第４条 京都市消防局公印規程の一部を次のように改正する。 

」

を削 



  第２条各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同条第２号中「，室（防災危機管理

室をいう。以下同じ。）」を削り，同条第３号中「，室長（防災危機管理室長をいう。

以下同じ。）」を削る。 

  別表第１部，室及び学校印の項中「，室」を削り，同表部長，室長及び学校長印の項

中「，室長」を削る。 

  別表第２部印，室印，学校印，部長印，室長印及び学校長印の項中「，室印」，「，

室長印」及び「，室」を削る。 

（京都市消防局における訓令等に用いる用語の定義に関する規程の一部改正） 

第５条 京都市消防局における訓令等に用いる用語の定義に関する規程の一部を次のよう

に改正する。 

  本則各号中「，室」を削る。 

（京都市消防職員事務引継規程の一部改正） 

第６条 京都市消防職員事務引継規程の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項中第３号を削り，第４号

を第３号とし，第５号を第４号とする。 

（京都市消防職員訓戒規程の一部改正） 

第７条 京都市消防職員訓戒規程の一部を次のように改正する。 

  第６条中「，室」を削る。 

（京都市消防職員出勤簿等に関する規程の一部改正） 

第８条 京都市消防職員出勤簿等に関する規程の一部を次のように改正する。 

  第２条中「，室」を削る。 

（京都市消防職員の服務に関する規程の一部改正） 

第９条 京都市消防職員の服務に関する規程の一部を次のように改正する。 

  第１０条及び第２４条中「，室長」を削る。 

（京都市消防局統括監察員等設置規程の一部改正） 

第１０条  京都市消防局統括監察員等設置規程の一部を次のように改正する。  

                                 「警防部消防救 

                                  防災危機管理 

助課長 

 室防災課長」 

第１条第２項各号列記以外の部分中「の各号」を削り，同項第２号中

を「警防部消防救助課長」に改める。



  第２条第３項中「室，消防学校」を「，校」に改める。 

（京都市消防職員教育規程の一部改正） 

第１１条 京都市消防職員教育規程の一部を次のように改正する。 

  第２条第３号中「，室」を削る。 

  第１０条第１項中「，室」を削り，同条第２項中「，室にあっては室長が指名する課

長」を削る。 

  第１１条第１項中「，室」を削り，同条第２項中「，室」を削り，「，係長」を「係

長」に改める。 

  第１６条中「及び室長」を削る。 

（消防体育に関する規程の一部改正） 

第１２条 消防体育に関する規程の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「，室」を削る。 

（消防研究推進規程の一部改正） 

第１３条 消防研究推進規程の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「，室」を削る。 

（京都市消防局災害活動組織の編成及び運用に関する規程の一部改正） 

第１４条 京都市消防局災害活動組織の編成及び運用に関する規程の一部を次のように改

正する。 

  別表第２司令部の項中「防災危機管理室」を「行財政局防災危機管理室」に改める。 

（京都市消防震災警防規程の一部改正） 

第１５条 京都市消防震災警防規程の一部を次のように改正する。 

  第１条中「（防災危機管理室を除く。）」を削る。 

  第１６条第２項中「気象庁発表があった」を「第１号震災警防態勢以上の震災警防態

勢又は震災警戒警防態勢を発令した」に改める。 

（京都市消防水災警防規程の一部改正） 

第１６条 京都市消防水災警防規程の一部を次のように改正する。 

  第１条中「（防災危機管理室を除く。）」を削る。 

第１０条の表気象庁が市域に大雨，洪水又は暴風に関する気象警報（以下「警報」

という。）を発表し，かつ，小規模な水災が発生した場合において，局本部長が必

要と認めたとき。の項中「，かつ，小規模な水災が発生した場合において」を削る。 



第１２条に後段として次のように加える。 

  この場合において，局本部長は，必要があると認めるときは，水災警防本部の組織，

編成等について当該区分以外の警防態勢を敷くことができるものとする。 

第１４条に次の１項を加える。 

２ 局本部長は，第１号水災警防態勢以上の警防態勢が発令された場合における一部の

職員の応召場所については，当該職員が勤務する所属以外の所属を指定するものとす

る。 

（京都市消防局通信規程の一部改正） 

第１７条 京都市消防局通信規程の一部を次のように改正する。 

  第４条中「，室」を削る。 

（京都市消防局電子計算機処理データ保護管理規程の一部改正） 

第１８条 京都市消防局電子計算機処理データ保護管理規程の一部を次のように改正する。 

  第７条第２項第１号及び第８条第２項第１号中「，室」を削る。 

附 則 

この訓令は，平成２４年４月１日から施行する。 

(消防局総務部企画課) 


